
仕 様 書 
 

１ 賃貸借物件名  公用自動車（軽自動車１ＢＯＸ） 

 

２ 設 置 場 所   銚子市野尻町１６７８番地の１ 

 

３ 賃貸借期間   納入日から４年間 

 

４ 自動車の種別及び仕様 

種 別 軽自動車（１ＢＯＸバンタイプ） 

用 途 貨物 

ミッション ３ＡＴ以上 

乗 車 定 員 ４人 

塗 色 白またはシルバー 

装 備 及 び 

付 属 品 

エアコン、パワーステアリング、熱線リアウインド、リアワイパー（ウォ

ッシャー付き）、ＡＭラジオ、折りたたみ式リアシート、助手席前倒し機能、

運転席エアバック、ドアバイザー、ナンバープレート（２枚）、フロアマッ

トラバー、集中ドアロック、ＥＴＣ車載器 

 

５ リース方法等 

リース方法 メンテナンスリース 

内 容 

税、諸経費等 
自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税、 

自動車賠償責任保険料、リサイクル料、納車費用 

保守、点検 

継続車検整備、法定定期点検整備、一般修理、 

油脂類交換（5,000 ㎞または６か月）、 

バッテリー交換（通常消耗必要数）、 

タイヤ交換（通常消耗必要数） 

※保守・点検に関しては設置場所付近の整備工場等に依頼

が可能であること。 

 

６ 月間走行距離  約７００㎞を想定 

 

７ 台    数  １台 

 



８ そ の 他 

⑴  実際の走行距離が前述６の走行距離から変動しても精算等は行わないこと。 

⑵ 法定費用または諸費用が変動しても、精算等は行わないこと。 

⑶ 本仕様に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備することとする。 

⑷ この仕様書や特記事項に定められていない事項については、東総地区広域市町村圏

事務組合の解釈に従うものとする。 



特 記 事 項（長期継続契約） 

 

 

１ 入札に係る賃貸借は長期継続契約です。長期継続契約については、翌年度以降の予算

が減額または削除になった場合は、契約が変更または解除となる場合があります。ただ

し、その場合落札者に損害が生じたときは東総地区広域市町村圏事務組合と協議のうえ

損害の賠償を請求することができます。 

 

２ 賃貸借料の入札に当たっては１０％に相当する金額を含まない、月額で入札してくだ

さい。（契約金額は見積金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額と

する。ただし、１円未満の端数は切り捨てるものとする。） 

 

３ 入札した物件のカタログを持参してください。 

 

４ 賃貸借期間は納入日から４年間となります。賃貸借期間中の契約書の作成は初年度の

みとなります。ただし、税率が変更になった場合、変更契約書を作成するものとします。 

 

５ 納期は契約締結日の翌日から１２０日間とします。ただし、可能な限り早期の納車に

努めてください。 

 

６ 原則、登録即日納車を行うものとしますが、特段の理由がある場合、登録日の翌日に

納車を可とします。 

 

７ 車検や保守点検時に代車は原則不要とします。ただし、平日３日以上使用ができない

場合は代車を用意してください。また、引き取りサービスは不要です。 

 

８ 冬タイヤは不要です。また、パンク（修理不能）や破損による交換の場合は、事故扱

いと考え、契約外とします。 


